
 

 
 

 

 

10 月は「食品ロス削減月間」 

10 月 30 日は「食品ロス削減の日」です。 

 

 食品ロス削減推進法により，10 月は「食品ロス削減月間」，10 月 30 日は「食品ロス削減の日」と定めら

れました。これは，食品ロスの削減に関する国民の理解と関心を深めることを目的としています。 

食品ロスとは・・・ 

 『食品ロス』 ＝ 本来食べられるのに捨てられる食品 

   ※ 国内では年間 612 万トン（平成 29 年度推計値） 

●  そのうち，約半分は家庭から発生しています。 

食品ロス削減月間の高知市の取組 

 ～おいしく楽しく食べきろう!!～ 

高知市では，１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月 

に家庭における「食べきり運動」等を推進し，食品ロスを削減 

することを目的として，「おいしい食べ物をおいしく楽しく食 

べきる」ことを市民に重点的に啓発するためのキャンペーンを 

実施しています。 

食品ロス削減推進法について 

 「食品ロスの削減の推進に関する法律」（食品ロス削減推進法） 

は，令和元年 5 月 31 日に公布，10 月 1 日から施行されました。 

この法律は，食品ロスの削減に関し，国，地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに，基本方針の策

定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により，食品ロスの削減を総合的に推

進することを目的としています。 

  

  

  

 

 

 

高知市食育推進委員会 発行 

今月の担当 環境政策課 

わたしから始まる高知の食育   
～毎月 19 日は「食育の日」～ 
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☆☆ 食べ物を無駄にするのは，もったいない！ ☆☆ 

 

食品ロスを減らすために，一人ひとりができることから 

始めましょう！ 

ごちそうさま

でした。 


